
平成26年 4月1日制定
令和3年4月1日最終改定

1.現金取得者向け新築対象住宅証明書発行料金は次に定めるところによる。（消費税込）

○一戸建ての料金（1住戸あたり）

○共同住宅の料金（1住戸あたり）

○証明書の再発行料金

／通とする。

○変更申請の料金

　原則として新規申請料金の２分の１の額とする。

株式会社西日本住宅評価センター
現金取得者向け新築対象住宅証明書発行料金規程

適用する住宅性能
省エネル
ギー性
【5-1】

省エネル
ギー性
【5-2】

耐震等級
2以上

免震建築物
耐久性

・
可変性

バリアフ
リー性

料金 ¥22,000 ¥30,800 ¥22,000 ¥11,000

適用する住宅性能
省エネル
ギー性
【5-1】

省エネル
ギー性
【5-2】

耐震等級
2以上

免震建築物

¥3,300

耐久性
・

可変性

バリアフ
リー性

料金 ¥22,000 ¥30,800 別途見積もりとする ¥11,000


